
地球温暖化防止活動推進員
制度の紹介



2024年の地球は初めて
産業革命以前より1.5℃以上の高い気温に
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出典：ウェザーニュース

https://weathernews.jp/news/202501/110085/images/?n=001


地球温暖化により変わる気候
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極端な気温 降水・極端な降水

海面上昇 海の酸性化
破壊的な台風、
発達した低気圧

乾燥傾向

出典：IPCC AR5 WG2 政策決定者向け要約 Table1より抜粋



2050年までに達成させる
「カーボンニュートラル」
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カーボンニュートラルのカーボンは「CO2」、ニュートラルは「中立」です。

暮らしの中で出すCO2の量と植物などが吸収するCO2の量を

同じ（＝中立）にするという考え方です。

出典：ストップ温暖化センタ０みやぎ



2050年カーボンニュートラルに向け、
2030年には46%削減！
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環境省
デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の概要 より抜粋
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みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略

出典：みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略 | 宮城県【公式】みやぎゼロカーボンチャレンジ2050

目標達成には県民一人ひとりの
取り組みが大切です！！

https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
https://zero-carbon2050.pref.miyagi.jp/2050senryaku/
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環境省
デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の概要 より抜粋



地球温暖化防止活動推進員とは

行政と市民をつなぐ「架け橋（パイプ役）」であり、

専門家である必要はなく、地域の「身近な相談窓口」となる

地球温暖化防止活動推進員

の役割が重要に！
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地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)

地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して
危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの
濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者
が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温
暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他
の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等
により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化
的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

第1章 総則（第1条～第7条）
第  2章 地球温暖化対策計画（第8条・第9条）
第  3章 地球温暖化対策推進本部（第10条～第18条）
第  4章 政府実行計画。地方公共団体実行計画等（第19条～第22条）
第  5章 事業活動に伴う排出削減等（第23条～第36条）
第  6章 株式会社脱炭素化支援機構による対象事業活動の支援等（第36条～第39条）

第 7章 地球温暖化対策の普及啓発等（第37条～第41条）
第  8章 森林等による吸収作用の保全等（第42条）
第  9章 割当量口座簿等（第43条～第57条）
第10章 雑則（第58条～第65条）
第11章 罰則（第66条～第68条）

構成

目的
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令和３年６月２日改正



地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)
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第七章 地球温暖化対策の普及啓発等

∟第三十七条 地球温暖化防止活動推進員

∟第三十八条 地域地球温暖化防止活動推進センター

∟第三十九条 全国地球温暖化防止活動推進センター

∟第四十条  地球温暖化対策地域協議会

∟第四十一条 環境大臣による地球温暖化防止活動の推進



地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)
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第七章 地球温暖化対策の普及啓発等

∟第三十七条 地球温暖化防止活動推進員

◆都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する

知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見

を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

1.地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。

2.住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等の

ための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。

3.地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報

の提供その他の協力をすること。

4.温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要

な協力をすること。

活動内容



推進員の役割
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１ 地球温暖化防止について住民の理解を深めること

２ 住民に対し排出抑制のための

 調査や、指導及び助言を行うこと

３ 活動を行う住民に対して情報の提供、協力を行うこと

４ 国又は自治体の施策に協力すること



推進員の役割
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１ 地球温暖化防止について住民の理解を深めること

２ 住民に対し排出抑制のための

 調査や、指導及び助言を行うこと

３ 活動を行う住民に対して情報の提供、協力を行うこと

４ 国又は自治体の施策に協力すること



理解を深める、調査や指導・助言、
情報提供・協力

例えば、会社内で、友達との世間話で、
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地球温暖化に
関する正しい
知識

地球温暖化

防止に関する
情報提供

温室効果ガス
の排出実態に
ついて

地球温暖化

防止に関する
情報提供



推進員の活動例 ①ブース出展

自治体等が開催する環境フェアや地域のお祭りな
どのイベントでブース出展もしくはお手伝い。
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推進員の活動例 ②講師活動

町内会や小中学校の環境出前講座などでの

講師活動
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推進員の役割
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１ 地球温暖化防止について住民の理解を深めること

２ 住民に対し排出抑制のための

 調査や、指導及び助言を行うこと

３ 活動を行う住民に対して情報の提供、協力を行うこと

４ 国又は自治体の施策に協力すること



国又は自治体の施策に協力
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環境省
デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の概要 より抜粋



宮城県内に
８１人

宮城県地球温暖化防止活動推進員



地球温暖化対策に
貢献する

製品やサービスの
販売・営業

地球温暖化防止活動推進員【販売員枠】の役割
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地球温暖化の現状
今後の影響

なぜ、地球温暖化対策が
必要なのか

私たちにできる
地球温暖化対策

温暖化対策
への貢献

環境意識の
向上

企業活動と
社会的課題解決

の両立

脱炭素
SDGsへの
取組強化

販売・営業
成果の向上



推進員活動における留意事項
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• 推進員は公務員の資格を有するものではありませんので、
委嘱により何らかの権限を持つことはありません。

• 推進員の活動は、ボランティアでお願いすることとなり、県か
らの謝金等はありません。また、基本的にご自身の業務上で
自主的に活動を行っていただくものであり、県が全ての推進
員の活動の場や機会を保証するものではありません。（県は、
各種情報の提供等により推進員の活動支援を行います。）

• ストップ温暖化センターみやぎ（宮城県地球温暖化防止活動
推進センター）が行う環境出前講座への講師派遣やイベント
出展において、推進員に協力を依頼することがあります。

• 県及びストップ温暖化センターみやぎのホームページに推進
員の一覧を掲載します。 （一覧に氏名を記載します。）



地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)
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第七章 地球温暖化対策の普及啓発等

∟第三十七条 地球温暖化防止活動推進員

∟第三十八条 地域地球温暖化防止活動推進センター

∟第三十九条 全国地球温暖化防止活動推進センター

∟第四十条  地球温暖化対策地域協議会

∟第四十一条 環境大臣による地球温暖化防止活動の推進



『全国地球温暖化防止活動推進センター』
とは

◆ 全国地球温暖化防止活動推進センター

（JCCCA : Japan Center for Climate Change Actions）

◆環境大臣が指定し、

一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが運営

◆地域において地球温暖化防止活動を

実施する団体に対し、その活動をより

効果的なものとするための技術的支援等を実施
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地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)
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第七章 地球温暖化対策の普及啓発等

∟第三十七条 地球温暖化防止活動推進員

∟第三十八条 地域地球温暖化防止活動推進センター

∟第三十九条 全国地球温暖化防止活動推進センター

∟第四十条  地球温暖化対策地域協議会

∟第四十一条 環境大臣による地球温暖化防止活動の推進



区分 主なミッション

第３７条
地球温暖化防止
活動推進員

１ 地球温暖化防止について住民の理解を深めること

２ 住民に対し排出抑制のための調査や、指導及び助言を行うこと

３ 活動を行う住民に対して情報の提供、協力を行うこと

４ 国又は自治体の施策に協力すること

第３８条

地域地球温暖化防止

活動推進センター

１ 地球温暖化の現状と対策について、指定地域における事業者及び住

民に普及啓発、民間団体の活動支援

２ 指定地域の相談の対応

３ 生活に関する排出実態の調査と分析、結果の提供

４ 地方公共団体の温室効果ガス排出抑制のための施策への協力

第３９条

全国地球温暖化防止

活動推進センター

１ 地球温暖化の現状と対策について、全国への普及啓発

２ 地域センター事業へのサポート

３ 地球温暖化対策を推進する団体へのサポート

４ 地球温暖化や温室効果ガス排出抑制のための調査研究、分析、提供

第４０条

地球温暖化対策

地域協議会

１ 自治体、地域センター、推進員、事業者、住民その他の活動団体

が温暖化防止のための必要な措置について協議を行う

※「地球温暖化対策の推進に関する法律」より作成

温暖化対策推進法による地域活動の法的役割の整理
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温対法における各々の規定と関係
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環境省

第39条
全国地球温暖化防止
活動推進センター

第38条
地域地球温暖化

防止活動推進センター

第40条
地球温暖化対策
地域協議会

地方公共団体
民間活動団体・事業所

第37条
地球温暖化防止活動推進員

参画

参画

参画

サポート

サポート

サポート

調整

指導

援助

第41条
環境大臣

連携

活動の促進



県民へ
温暖化対策を
普及・促進

宮城県・推進員・センターの関係

推進員

ストップ

温暖化センター
みやぎ

宮城県

委嘱
・支援

支援
（派遣・情報・
教材）

協力
・参加 報告

協力

指定
33
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